
 

 

大津町老人福祉センター（指定管理受託運営） 

 

 

大津町老人福祉センター施設案内 

☆60歳以上の方がご利用いただけます。 

 
☆いつでもお気軽に相談や見学ができます。 

（相談では個人情報保護のための秘密を厳守しています。） 

社会福祉法人 大津町社会福祉協議会 

〠869-1235 熊本県菊池郡大津町室 151番地 1（老人福祉センター内） 

       096（293）2027                096（293）2028 

       o-shakyo@wonder.ocn.jp 

ホームページ http://o-shakyo.info/ 

ブログ https://blog.goo.ne.jp/o-shakyo 

Facebook、Twitter、Instagram、LINEもよろしくお願いします。 

令和 2年(2020)6月 16日作成 
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社会福祉協議会（社協）は、地域をよくするために、町民の皆様と一緒に考え、

活動する公共性の高い民間の福祉団体です。 

全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指して、町民

の皆様とともに歩み行動し「ふくしのまちづくり」を進めます。そのため、運

営財源の一部として、町民の皆様に「社協会費」や「寄付金」をお願いしてい

ます。 

社協にお寄せいただく寄付金には、「香典返し」「一般寄付」などがあり、多く

の皆様にご協力いただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協会費 の種類 会費年額 

 普通会費 ５００円 
一 般 賛助会費 1,000円 

 特別会費 5,000円 

法 人 賛助会費 5,000円 

 特別会費 10,000円 

じゅうみん 

(住民)の福祉活動 

本会の活動は、事業の趣旨に賛同し協

力して下さる「社協会員」に支えられ

ています。その町民の皆様がご協力頂

くのが「社協会費」です。 

会費は非営利団体として活動する本

会の事業推進に大変重要なものであ

るとともに、会費にご協力いただくこ

とで、町民の皆様が大津町の社会福祉

事業に参加するという大きな意味が

あります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゅうみん(住民)の福祉活動 
地域の困りごと 

ありませんか？ 

社協は皆様と一緒に地域福祉活動の推進を行っています。 

小地域福祉活動推進地区の実施例 

小地域福祉活動推進地区は、座談会を行うことから始まります。座談会では、

地域住民の方が地域の自慢できることや地域での暮らしづらさや困りごとな

どについて話し合います。そして解決をするための方法をみんなで考え、地域

で出来ることから少しずつ取り組んで住みよい地域づくりにつなげて行きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

社協はその人がその人らしい地域生活を送るために必要な福祉サービスを一緒に考

えます。 

受託事業（介護予防・生活支援事業、地域支援事業） 

⚫ 高齢者ホームサポート事業 

介護認定外の方へホームサポーターが一緒に家事支援を行い在宅での生活の継続を支援します。 

⚫ 食の自立支援事業 

65 歳以上のひとり暮らしの方等へボランティアの協力を得て、給食をお届けし、低栄養防止と安否確認

を行います。 

⚫ 介護予防はつらつ元気づくり事業 

介護認定外の方へ、体力維持や生きがいづくり等を目的として日帰り通所でサービスを提供し、在宅で

の生活の継続を支援します。 

⚫ 介護予防ミニデイふれあい事業 

公民館や集会所等、地域拠点を活用し指導員等が訪問し体力維持や生きがいづくり等を目的としてサー

ビスを提供し、在宅での生活の継続を支援します。 

⚫ 地域福祉権利擁護事業 

認知機能の障がい、知的障がい、精神障がい等で、日常生活に不安がある方を対象に、福祉サービス利

用援助・地域生活自立支援を行い、併せて日常的な金銭の管理を行います。 

介護保険事業 
⚫ 居宅介護支援事業 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護相談やサービス計画書（ケアプラン）の作成と現状の把握（モ

ニタリング）により支援を行います。 

⚫ 訪問介護事業 
訪問介護員が、食事・排せつ・入浴等、自宅生活全般にわたる介護支援を行います。 

⚫ 通所介護事業 
通所介護事業所（老人福祉センター内）で、生活相談員・看護師・介護士が入浴・排せつ・食事の介護

等、生活全般にわたる援助及び機能訓練を日帰りで行います。 

障がい者福祉サービス事業 

⚫ 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、移動支援事業 

（身体、知的、精神に障がいをお持ちの方へのホームヘルプサービス） 
障がい（児）者が在宅において自立した日常生活を送れるように、訪問介護員が食事・排せつ・入浴の

介護等、在宅生活全般にわたる支援をします。 

相談事業 

⚫ 心配ごと相談 

無料相談窓口を開設し、相談員が住民の様々な心配ごとの相談に応じ、解決の糸口につなげます。 

⚫ 生活困窮者等自立相談支援事業 

住民の様々な生活困窮問題についての相談に応じ、解決の糸口につなげます。 

 

 

 

様々な福祉情報を発信しています。 

⚫ 地域福祉懇談会 

⚫ 福祉まつり 

⚫ 社協広報「ふれあいネットワーク通信」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協は地域の皆様の地域参加や社会貢献を応援します。 

⚫ ボランティア活動の支援 

⚫ 交流会 

⚫ 養成講座 

⚫ 担当者会議 

⚫ ボランティア協力校等 

 

 

 

 


